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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】グレアテスト時の電力消費の増大を招くことを
防止することができ、且つ、新たな色が付された視標を
検査装置全体の大型化を招くことなく容易に組み込むこ
とができる検眼装置を提供する。
【解決手段】検眼装置１０は、照明用光源１７により発
光する液晶表示板１６の輝度よりも高い輝度を有するグ
レア光発生手段４７を備え、制御回路３０は、グレア光
発生手段４７を用いてグレア光を発生させる。また、照
明用光源１７により照明された液晶表示板１７に対する
コントラスト比の値がそれぞれ異なる色が付された複数
の視標１２を示す視標データ３３がメモリ部３２に記憶
されおり、制御回路３０は、その指示内容に示されたコ
ントラスト比に対応する色が付された視標１２に対応す
る視標データ３３をメモリ部３２から抽出し、抽出した
視標データ３３が示す視標１２を液晶表示板１６に表示
する旨の制御信号を視標呈示装置１３に出力する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼に呈示する各種の視標が表示される液晶表示板及び該液晶表示板を照明するため
の照明用光源を有する表示装置と、前記照明用光源により照明された前記液晶表示板に対
するコントラスト比の値がそれぞれ異なる色が付された複数の前記視標を示す視標データ
が記憶されたメモリ部と、前記表示装置の作動を制御する制御部と、前記照明用光源によ
り発光する前記液晶表示板の輝度よりも高い輝度を有するグレア光を前記照明用光源を用
いて発生させるためのグレア光発生手段とを備え、前記制御部は、周囲と視認対象物との
コントラストが低くなった状況下での前記被検眼の視機能を検査するコントラストテスト
を行う旨の指示を受けると、その指示内容に示されたコントラスト比に対応する色が付さ
れた前記視標データを前記メモリ部から抽出し、抽出した前記視標データが示す前記視標
を前記液晶表示板に表示する旨の制御信号を前記表示装置に出力し、眩しい光が前記被検
眼に照射された状況下での該被検眼の視機能を検査するグレアテストを行う旨の指示を受
けると、前記グレア光発生手段を用いて前記グレア光を発生させることを特徴とする検眼
装置。
【請求項２】
　前記グレア光発生手段は、前記液晶表示板に該液晶表示板をその全面に亘って覆うよう
に表示され、無表示状態で前記照明用光源により照明されたときの前記液晶表示板の色よ
りも明度が低い色を有し、前記照明用光源により発光する前記液晶表示板の光の透過を許
す窓部が形成されたテスト用画像であり、該テスト用画像を示すテスト用画像データは前
記メモリ部に記憶されており、前記制御部は、前記グレアテストを行う旨の指示を受ける
と、前記メモリ部から前記テスト用画像データを抽出し、該テスト用画像データに示され
た前記テスト用画像を前記液晶表示板に表示させ且つ前記視標を前記テスト用画像上に表
示させる旨の制御信号を前記表示装置に出力することを特徴とする請求項１に記載の検眼
装置。
【請求項３】
　前記液晶表示板の背面側には導光板が前記液晶表示板と重なり合うように配置されてお
り、前記導光板の各縁部のうち少なくとも一つの該縁部の近傍には、前記導光板内にその
前記縁部から光を入射させるべく前記照明用光源を含む複数の照明用光源が前記縁部に沿
って配列されており、前記液晶表示板の各縁部のうち前記導光板の前記縁部に対応する縁
部には、該縁部から前記各照明用光源を覆うように張り出す張出部が形成されており、前
記グレア光発生手段は、前記張出部に該張出部をその全面に亘って覆うように表示され、
前記各照明用光源の光の透過を妨げる色を有する被覆画像であり、該被覆画像を示す被覆
画像データは前記メモリ部に記憶されており、前記制御部は、前記グレアテストが実行さ
れていないときは前記被覆画像データを前記メモリ部から抽出して前記被覆画像を前記張
出部に表示させ、前記グレアテストを行う旨の指示を受けると、前記被覆画像を前記張出
部から除去する旨の制御信号を前記表示装置に出力することを特徴とする請求項１に記載
の検眼装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記グレアテストを行う旨の指示を受けたとき、前記照明用光源の光量
を最大にすべく前記照明用光源の作動を制御することを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか一項に記載の検眼装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の視機能を検査するための検眼装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば夜間に車を運転しているときに対向車の前照灯の眩しい光が眼に照射される状況
や、夜間のように周囲が暗くなることにより周囲と視認対象物とのコントラストが低くな
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る状況下では、視認対象物の見え具合が、昼間のように周囲が明るい状況下におけるそれ
とは異なる。このため、従来、このような状況下での視機能を検査する検眼装置が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この検眼装置は、透光性を有し被検眼に呈示する視標が表示される表示画面と、該表示
画面を照明するための照明用光源と、該照明用光源とは別に設けられ、照明用光源により
照明された表示画面の輝度よりも高い輝度を有する光を被検眼に照射するためのグレア光
源とを備える。更に、検眼装置は、照明用光源により照明された表示画面に対するコント
ラスト比の値がそれぞれ異なる色が付された複数の視標が記され透光性を有する視標板と
、該視標板に記された各視標をそれぞれ表示画面に表示すべく視標板に光を照射する視標
用光源とを備える。各視標はそれぞれ視標板に例えば蒸着により形成されている。視標用
光源から視標板の各視標に照射された光は、プリズム及びミラー等を経て表示画面にその
裏面側から入射する。これにより、視標用光源の光が照射された視標の像が表示画面に表
示される。
【０００４】
　この検眼装置では、各視標のうち表示画面に対するコントラスト比の値が規格で定めら
れた値の色が付された基準視標を表示画面に表示し更にグレア光源を被検眼に照射した状
態で被検眼による表示画面の視標の見え具合を確認することにより、眩しい光が被検眼に
照射された状況下での被検眼の視機能を検査することができる。
【０００５】
　また、前記基準視標よりも表示画面に対するコントラスト比の値が小さい色が付された
視標に視標用光源からの光を照射することによって表示画面に表示された視標と表示画面
との明暗の差を小さくした状態で被検眼による表示画面の視標の見え具合を確認すること
により、周囲と視認対象物とのコントラストが低くなった状況下での被検眼の視機能を検
査することができる。
【特許文献１】特開２００４－１６７２３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、眩しい光が被検眼に照射された状況下での被検眼の視機能を検査するグ
レアテストを行うために、表示画面を照明するための照明用光源とは別にグレアテスト専
用のグレア光源が用いられることから、グレアテスト時には、照明用光源を点灯させるた
めの電力に加えてグレア光源を点灯させるための電力が必要となる。このため、グレア光
源を点灯することなく単に表示画面を照明用光源で照明しているときの電力の消費量に比
べてグレアテスト時の電力の消費量が増大する。
【０００７】
　また、周囲と視認対象物とのコントラストが低くなった状況下での被検眼の視機能を検
査するコントラストテストを行うために、表示画面とのコントラスト比の値がそれぞれ異
なる色が付された複数の視標が記された視標板が用いられることから、視標板に既に記さ
れた各視標の色とは異なる色の視標を表示画面に新たに表示させる場合、検眼装置に既に
組み込まれた視標板を新たな視標が記された視標板に交換する必要がある。このため、検
眼装置に新たな視標を組み込むための作業が煩雑になる。また、視標板に記される視標の
個数が増大するに伴って視標板の大きさを大きくする必要があるため、検眼装置全体の大
型化を招く。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、グレアテスト時の電力消費の増大を招くことを防止すること
ができ、且つ、新たな色が付された視標を検査装置全体の大型化を招くことなく容易に組
み込むことができる検眼装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、被検眼に呈示する各種の視標が
表示される液晶表示板及び該液晶表示板を照明するための照明用光源を有する表示装置と
、前記照明用光源により照明された前記液晶表示板に対するコントラスト比の値がそれぞ
れ異なる色が付された複数の前記視標を示す視標データが記憶されたメモリ部と、前記表
示装置の作動を制御する制御部と、前記照明用光源により発光する前記液晶表示板の輝度
よりも高い輝度を有するグレア光を前記照明用光源を用いて発生させるためのグレア光発
生手段とを備え、前記制御部は、周囲と視認対象物とのコントラストが低くなった状況下
での前記被検眼の視機能を検査するコントラストテストを行う旨の指示を受けると、その
指示内容に示されたコントラスト比に対応する色が付された前記視標データを前記メモリ
部から抽出し、抽出した前記視標データが示す前記視標を前記液晶表示板に表示する旨の
制御信号を前記表示装置に出力し、眩しい光が前記被検眼に照射された状況下での該被検
眼の視機能を検査するグレアテストを行う旨の指示を受けると、前記グレア光発生手段を
用いて前記グレア光を発生させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、　前記グレア光発生手段は
、前記液晶表示板に該液晶表示板をその全面に亘って覆うように表示され、無表示状態で
前記照明用光源により照明されたときの前記液晶表示板の色よりも明度が低い色を有し、
前記照明用光源により発光する前記液晶表示板の光の透過を許す窓部が形成されたテスト
用画像であり、該テスト用画像を示すテスト用画像データは前記メモリ部に記憶されてお
り、前記制御部は、前記グレアテストを行う旨の指示を受けると、前記メモリ部から前記
テスト用画像データを抽出し、該テスト用画像データに示された前記テスト用画像を前記
液晶表示板に表示させ且つ前記視標を前記テスト用画像上に表示させる旨の制御信号を前
記表示装置に出力することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記液晶表示板の背面側に
は導光板が前記液晶表示板と重なり合うように配置されており、前記導光板の各縁部のう
ち少なくとも一つの該縁部の近傍には、前記導光板内にその前記縁部から光を入射させる
べく前記照明用光源を含む複数の照明用光源が前記縁部に沿って配列されており、前記液
晶表示板の各縁部のうち前記導光板の前記縁部に対応する縁部には、該縁部から前記各照
明用光源を覆うように張り出す張出部が形成されており、前記グレア光発生手段は、前記
張出部に該張出部をその全面に亘って覆うように表示され、前記各照明用光源の光の透過
を妨げる色を有する被覆画像であり、該被覆画像を示す被覆画像データは前記メモリ部に
記憶されており、前記制御部は、前記グレアテストが実行されていないときは前記被覆画
像データを前記メモリ部から抽出して前記被覆画像を前記張出部に表示させ、前記グレア
テストを行う旨の指示を受けると、前記被覆画像を前記張出部から除去する旨の制御信号
を前記表示装置に出力することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の発明において、前記
制御部は、前記グレアテストを行う旨の指示を受けたとき、前記照明用光源の光量を最大
にすべく前記照明用光源の作動を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明によれば、検眼装置は、照明用光源により発光する液晶表示板の
輝度よりも高い輝度を有するグレア光を照明用光源を用いて発生させるためのグレア光発
生手段を備え、制御部は、グレアテストを行う旨の指示を受けると、グレア光発生手段を
用いてグレア光を発生させる。
【００１４】
　このことから、液晶表示板を照明するための照明用光源の光を利用してグレアテストを
行うことができるので、グレアテストを行う際に、液晶表示板を照明するための照明用光
源とは別に従来のようなグレアテスト専用のグレア光源を点灯させる必要はない。
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【００１５】
　従って、グレアテスト時の電力の消費量が単に液晶表示板を照明用光源で照明している
ときの電力の消費量に比べて従来のように増大することを、確実に防止することができる
。
【００１６】
　また、照明用光源により照明された液晶表示板に対するコントラスト比の値がそれぞれ
異なる色が付された複数の視標を示す視標データがメモリ部に記憶されており、制御部は
、コントラストテストを行う旨の指示を受けると、その指示内容に示されたコントラスト
比に対応する色が付された視標に対応する視標データをメモリ部から抽出し、抽出した視
標データが示す視標を液晶表示板に表示する旨の制御信号を表示装置に出力する。
【００１７】
　このことから、本発明では、表示画面に対するコントラスト比の値がそれぞれ異なる色
が付された複数の視標が記された従来のような視標板を用いる場合のように視標を表示画
面に機械的な構造を用いて表示するのではなく、制御部から表示装置に前記制御信号が出
力されることにより、指示内容に示されたコントラスト比の値に対応する色が付された視
標を液晶表示板に電気的に表示させることができる。
【００１８】
　これにより、各視標に設定された色とは異なる色が設定された視標を液晶表示板に新た
に表示させるために、新たな色が設定された視標を検眼装置に組み込むには、新たな視標
を示す視標データをメモリ部に追加すれば足りる。
【００１９】
　従って、視標板に既に記された検眼装置に既に組み込まれた視標板を新たな視標が記さ
れた視標板に交換する必要がある場合に比べて、検眼装置に新たな視標を確実に容易に組
み込むことができる。
【００２０】
　また、メモリ部に視標データを追加することにより新たな色が付された視標を検眼装置
に組み込むことができることから、メモリ部へのデータの記憶量は増大するがメモリ部自
体の大きさが大きくなることはないので、従来の視標板を用いる場合のような検眼装置全
体の大型化を招くことはない。
【００２１】
　請求項２に記載の発明によれば、グレア光発生手段は、液晶表示板に該液晶表示板をそ
の全面に亘って覆うように表示されるテスト用画像である。テスト用画像は、無表示状態
で照明用光源により照明されたときの液晶表示板の色よりも明度が低い色を有し、テスト
用画像を示すテスト用画像データはメモリ部に記憶されている。テスト用画像には、照明
用光源により発光する液晶表示板の光の透過を許す窓部が形成されている。制御部は、グ
レアテストを行う旨の指示を受けると、メモリ部からテスト用画像データを抽出し、該テ
スト用画像データに示されたテスト用画像を液晶表示板に表示させ且つ視標をテスト用画
像上に表示させる旨の制御信号を表示装置に出力する。
【００２２】
　これらのことから、液晶表示板にテスト用画像が表示された状態では、照明用光源から
液晶表示板に照射された光の大部分がテスト用画像により液晶表示板の透過を遮られるこ
とにより、液晶表示板の色の明度は、無表示状態で照明用光源により照明されたときの色
の明度よりも低くなり、全体的にテスト用画像の色の明度となる。また、照明用光源から
液晶表示板に照射された光の一部は、テスト用画像に遮られることなく、該テスト用画像
に形成された窓部から被検眼に向けて出射される。
【００２３】
　液晶表示板の光を窓部から出射させることにより、テスト用画像が全面に亘って表示さ
れた液晶表示板の輝度すなわちテスト用画像の色が放つ光の輝度よりも高い輝度を有する
グレア光を発生させることができるので、窓部から出射した光を被検眼に照射することに
より、周囲が暗いときに眩しい光が照射された状況下に被検眼をおくことができる。
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【００２４】
　請求項３に記載の発明によれば、液晶表示板の背面側に配置された導光板の各縁部のう
ち少なくとも一つの該縁部の近傍には、導光板内にその前記縁部から光を入射させるべく
複数の照明用光源が前記縁部に沿って配列されており、液晶表示板の各縁部のうち導光板
の前記縁部に対応する縁部には、該縁部から各照明用光源を覆うように張り出す張出部が
形成されている。グレア光発生手段は、張出部に該張出部をその全面に亘って覆うように
表示される被覆画像である。被覆画像は各照明用光源の光の透過を妨げる色を有し、被覆
画像を示す被覆画像データはメモリ部に記憶されている。制御部は、グレアテストが実行
されていないときは被覆画像データをメモリ部から抽出して被覆画像を張出部に表示させ
、グレアテストを行う旨の指示を受けると、被覆画像を張出部から除去する旨の制御信号
を表示装置に出力する。
【００２５】
　これらのことから、グレアテストが実行されていないときは、各照明用光源から出射さ
れた光は、張出部を透過することなく、導光板内を経て液晶表示板にその背面側から入射
する。他方、グレアテストが実行されるときは、張出部から被覆画像が除去されることに
より、張出部への光の透過が許されるので、各照明用光源から出射され導光板を経ること
なく張出部に入射する光は、張出部をその背面側から表面側に透過する。
【００２６】
　張出部を経て出射する光の輝度は、導光板及び液晶表示板をそれぞれ経て出射する光の
輝度よりも高くなるので、液晶表示板の輝度よりも高い輝度を有するグレア光を発生させ
ることができる。
【００２７】
　従って、張出部を経て出射した光を被検眼に照射することにより、眩しい光が照射され
た状況下に被検眼をおくことができる。
【００２８】
　請求項４に記載の発明によれば、制御部は、グレアテストを行う旨の指示を受けたとき
、照明用光源の光量を最大にすべく照明用光源の作動を制御することから、液晶表示板に
前記テスト用画像が表示される場合は、テスト用画像に形成された窓部から出射されるグ
レア光の輝度を高めることができ、液晶表示板に前記張出部が形成されている場合には、
該張出部から出射されるグレア光の輝度を高めることができる。
【００２９】
　これにより、被検眼にグレア光を照射したとき、夜間に車を運転しているときに対向車
の前照灯の眩しい光が眼に照射された状況により近い状況に被検眼をおくことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明を図示の実施例に沿って説明する。
【実施例】
【００３１】
　図１は、被検眼の視機能を被検者１１の自覚的な判断に基づいて検査するための自覚式
の検眼装置１０に本発明を適用した例を示す。
【００３２】
　本発明に係る検眼装置１０は、図１に示すように、各種の視標１２を被検者１１の被検
眼に呈示するための視標呈示装置１３と、被検眼の視機能を矯正するための矯正装置１４
とを備える。
【００３３】
　視標呈示装置１３は、被検者１１に対向して配置されており、図２に示す例では、ハウ
ジング１５と、視標１２が表示される液晶表示板１６と、該液晶表示板を照明するための
複数の照明用光源１７と、導光板１８とを有する。
【００３４】
　ハウジング１５の複数の周壁のうち被検者に対向する周壁１５ａには開口１９が形成さ
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れている。
【００３５】
　液晶表示板１６は、その表示面が被検者１１に対向するようにハウジング１５の開口１
９内に配置されている。液晶表示板１６に表示される視標１２は、後述するコントローラ
２６の操作により選択される。
【００３６】
　導光板１８は、例えばアクリル板のような透光性を有する材料からなり、ハウジング１
５内に液晶表示板１６の背面側で該液晶表示板とほぼ平行になるように配置されている。
導光板１８の液晶表示板１６側の表面１８ａと反対側に位置する裏面１８ｂには、該裏面
の全面を覆うように反射シート２０が設けられている。
【００３７】
　各照明用光源１７は、図示の例では、それぞれ例えばＬＥＤで構成され、導光板１８の
図２で見て左右の各縁部１８ｃの近傍に該各縁部に沿って配列されている。各照明用光源
１７から出射した光は、従来よく知られているように、導光板１８内にその各縁部１８ｃ
から入射し、導光板１８内で全反射することにより該導光板の全域に導かれる。導光板１
８内に導かれた光は、反射シート２０で反射することにより進路を変え、全反射角よりも
小さい角度で導光板１８の表面１８ａに入射することにより、該表面から液晶表示板１６
に向けて出射される。これにより、導光板１８を経て出射される各照明用光源１７の光に
より液晶表示板１６がその背面側から照明される。液晶表示板１６が各照明用光源１７に
より照明された状態では、液晶表示板１６の色は、図示の例では、白色である。
【００３８】
　矯正装置１４は、図１に示すように、視標呈示装置１３と被検者１１との間に配置され
た検眼テーブル２１に設けられたアーム２２に取り付けられており、左右方向に並べて配
置された一対のフォロプタ２３を備える。
【００３９】
　各フォロプタ２３は、それぞれ検眼窓２４が形成されたハウジング２５を備える。各ハ
ウジング２５内には、図示しないが従来と同様に、互いに屈折力の異なる複数の矯正レン
ズが周方向に沿って設けられた環状のレンズディスクが回転可能に収納されている。前記
各矯正レンズは、前記コントローラ２６の制御下で前記レンズディスクの回転により各検
眼窓２４内に選択的に配置される。
【００４０】
　更に、本発明に係る検眼装置１０は、矯正装置１４及び視標呈示装置１３の作動を制御
するための前記したコントローラ２６を備える。
【００４１】
　コントローラ２６は、図３に示すように、検者２７（図１参照。）により操作される操
作部２８と、該操作部のための後述する操作画像が表示される表示部２９とを有する。
【００４２】
　また、コントローラ２６は、図４に示すように、操作部２８の操作に基づいて視標呈示
装置１３、矯正装置１４及び表示部２９の作動を制御する制御回路３０と、表示部２９、
視標呈示装置１３及び制御回路３０に接続された画像出力部３１と、メモリ部３２とを有
する。
【００４３】
　メモリ部３２には、各種の検査に用いられる各種の視標１２を示す視標データ３３と、
前記した操作画像を示す操作画像データ３４と、前記各矯正レンズの球面度数、乱視度数
、軸角度等の屈折力の値を示すレンズデータ３５とがそれぞれ記憶されている。更に、メ
モリ部３２には、各照明用光源１７の輝度を示す輝度データ５３が記憶されている。輝度
データ５３に示される輝度は、図示の例では、それぞれ１０段階に分けられて記憶されて
おり、輝度が最も高い段階を示す数値Ｎ１は「１０」である。
【００４４】
　視標データ３３には、被検眼の視力検査に用いられる視力検査用視標１２ａを示すデー
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タが含まれている。視力検査用視標１２ａは、図５に示すように、文字「Ｃ」からなる従
来よく知られたランドルト環１２ｂで構成されている。各ランドルト環１２ｂは、被検眼
が検査される視力値Ｓ（以下、検査視力値Ｓと称す。）毎にその検査視力値Ｓに対応した
大きさを有し、その大きさは、被検眼の検査視力値Ｓが大きくなるに従って小さくなる。
また、各ランドルト環１２ｂは、図示の例では、それぞれ複数の前記した視標群１２ｃに
区分けされている。各視標群１２ｃを構成する各ランドルト環１２ｂは、それぞれ異なる
検査視力値Ｓに対応する大きさを有する。各ランドルト環１２ｂには、それぞれ視標群１
２ｃ毎に異なる色が付されている。各視標群１２ｃの色は、各照明用光源１７により照明
された液晶表示板１６の色に対するコントラスト比の値がそれぞれ視標群１２ｃ毎に異な
るように設定されている。図示の例では、コントラスト比の値は１０段階に分けられてお
り、すなわち、視標群１２ｃの個数は１０個であり、各視標群１２ｃには、それぞれに設
定された色の前記コントラスト比の段階を示す数値Ｎ２が付されている。前記コントラス
ト比の値が最も大きいときの段階を示す数値Ｎ２は「１０」であり、その段階に対応する
視標群１２ｃの色は黒色である。段階「９」以下の段階に対応する各視標群１２ｃの色は
、数値Ｎ２が小さくなるに従って、従来よく知られたグレースケールに沿った階調で順に
変化している。
【００４５】
　操作部２８には、図３及び図４に示すように、後述する表示画面３９の屈折力表示欄４
０に表示される球面度数、乱視度数及び軸角度等の数値を変更するときに回転操作される
ダイヤルＤと、液晶表示板１６に表示される視力検査用視標１２ａの検査視力値Ｓを変更
するための検査視力値変更スイッチ３６とが設けられている。また、操作部２８には、眩
しい光が被検眼に照射された状況下での被検眼の視機能を検査するグレアテストを実行可
能な状態であるＯＮ状態とグレアテストを実行しない状態であるＯＦＦ状態とを切り替え
るためのグレアテストスイッチ３７が設けられている。更に、操作部２８には、各照明用
光源１７の輝度を調節するための輝度調節スイッチ５４が設けられている。また、操作部
２８には、周囲と視認対象物とのコントラストが低くなった状況下での被検眼の視機能を
検査するコントラストテストを実行する際、液晶表示板１６に対する視標１２のコントラ
スト比の値を変更するためのコントラスト変更スイッチ３８が設けられている。
【００４６】
　表示部２９は、操作部２８の前記各スイッチの操作により設定された内容を示す操作画
像が表示される前記した表示画面３９を有する。
【００４７】
　表示画面３９は、図示の例では、液晶パネルで構成されている。表示画面３９には、図
６に示すように、前記矯正レンズの球面度数、乱視度数及び軸角度等の屈折力が表示され
る前記した屈折力表示欄４０と、視標呈示部１３の液晶表示板１６に表示される視標１２
を示す複数の視標画像４１の一覧が表示される一覧表示欄４２とが設けられている。
【００４８】
　また、表示画面３９には、一覧表示欄４２から後述するように選択された視標画像４１
に対応する視標１２を検者２７が確認することができるように、選択された視標１２を表
示する視標表示欄４３が設けられている。
【００４９】
　屈折力表示欄４０、一覧表示欄４２及び視標表示欄４３をそれぞれ示す画像、及び、各
視標画像４１は、それぞれメモリ部３２に記憶された操作画像データ３４に含まれている
。
【００５０】
　また、本実施例では、表示画面３９上には、図示しないタッチパネルが設けられている
。前記タッチパネルは、一覧表示欄４２上に配置されており、図示しないが従来よく知ら
れているように、複数の導電膜ストライプが互いに平行に形成され且つ両端部に抵抗膜が
設けられた透明のフィルムやガラス等の一対のパネル部材を各導電膜ストライプが互いに
直交するように貼り合わせることにより形成されている。
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【００５１】
　前記タッチパネルの表面が押下されたとき、前記各パネル部材に形成された前記各導電
膜ストライプが互いに接触することによって電気的に導通することにより前記各抵抗膜に
現れる電圧に基づいて、一方の前記パネル部材の複数の前記導電膜ストライプのうちのい
ずれの前記導電膜ストライプが他方の前記パネル部材の複数の前記導電膜ストライプのう
ちのいずれの前記導電膜ストライプに接触したことがタッチセンサ４４（図４参照。）に
より検出される。これにより、前記タッチパネルの押下された位置が特定される。
【００５２】
　従って、表示画面３９に表示された例えば一覧表示欄４２の各視標画像４１のうち検査
に用いる視標１２を示す視標画像４１を表示画面３９上から押下することにより、検査に
用いる視標１２を一覧表示欄４２から選択することができる。タッチセンサ４４は、押下
された位置を検出すると、該押下位置を示す検出信号を制御回路３０に出力する。
【００５３】
　制御回路３０は、図４に示すように、操作部２８及びタッチセンサ４４に接続された判
定部４５と、メモリ部３２に接続された抽出部４６とを備える。
【００５４】
　判定部４５は、操作部２８のダイヤルＤ、検査視力値変更スイッチ３６、輝度調節スイ
ッチ５４及びコントラスト変更スイッチ３８がそれぞれ操作されたことを示す操作信号を
操作部２８から受け、これらの操作信号に基づいてダイヤルＤ、検査視力値変更スイッチ
３６、輝度調節スイッチ５４及びコントラスト変更スイッチ３８のそれぞれの操作位置を
判定し、それぞれの判定結果を示す信号を抽出部４６に出力する。
【００５５】
　また、判定部４５は、グレアテストスイッチ３７が操作されたことを示す操作信号を操
作部２８から受け、その旨を示す検出信号を抽出部４６に出力する。
【００５６】
　更に、判定部４５は、前記タッチセンサ４４から押下位置を示す検出信号を受け、この
検出信号に基づいて選択された視標画像４１がいずれの視標画像４１であるかを判定する
。
【００５７】
　また、判定部４５は、例えば検眼装置１０の電源がＯＦＦ状態からＯＮ状態に切り替わ
ったときにそのことを判定し、その旨を示す信号を抽出部４６に出力する。
【００５８】
　抽出部４６は、検眼装置１０の電源がＯＦＦ状態からＯＮ状態に切り替わったときにそ
のことを示す信号を判定部４５から受けると、メモリ部３２から操作画像データ３４を読
み込み、該操作画像データを表示画面３９に表示させる旨の操作画像信号を表示部２９に
画像出力部３１を介して出力する。これにより、表示部２９の表示画面３９には、操作画
像データ３４に含まれる屈折力表示欄４０、各視標画像４１、一覧表示欄４２及び視標表
示欄４３がそれぞれ図６に示すように表示される。
【００５９】
　また、抽出部４６は、判定部４５から受ける輝度調節スイッチ５４及びコントラスト変
更スイッチ３８の操作位置を示す信号に基づいて、それぞれの操作位置に応じた輝度及び
コントラスト比のそれぞれの段階を示す数値Ｎ１，Ｎ２をそれぞれメモリ部３２から抽出
し、抽出した数値Ｎ１，Ｎ２をそれぞれ表示画面３９に表示する旨の画像信号を表示部２
９に画像出力部３１を介して出力する。これにより、表示部２９の表示画面３９には、輝
度調節スイッチ５４及びコントラスト変更スイッチ３８のそれぞれの操作位置に応じた輝
度及びコントラスト比の段階を示す数値Ｎ１，Ｎ２がそれぞれ図６に示すように表示され
る。図示の例では、各照明用光源１７の輝度は「ＢＲＴ」で表され、コントラスト比は「
ＣＮＴ」で表されている。
【００６０】
　更に、抽出部４６は、判定部４５から受けるダイヤルＤの操作位置を示す信号に基づい
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てその操作位置に応じた屈折力を示すレンズデータ３５をメモリ部３２から抽出し、抽出
したレンズデータ３５が示す屈折力を有する前記矯正レンズを各フォロプタ２３の検眼窓
２４内に配置する旨の制御信号を矯正装置１４に画像出力部３１を介して出力し、更に、
操作画像データ３４に含まれる屈折力表示欄４０にレンズデータ３５が示す屈折力を表示
する旨の屈折力画像信号を表示部２９に画像出力部３１を介して出力する。これにより、
ダイヤルＤの操作により選択された屈折力を有する前記矯正レンズが各フォロプタ２３の
検眼窓２４内に配置される。また、屈折力表示欄４０には、図６に示すように、ダイヤル
Ｄの操作により選択された前記矯正レンズの屈折力の値が表示される。
【００６１】
　また、抽出部４６は、判定部４５から受ける判定結果を示す信号及び前記検出信号に基
づいて、その信号に応じたデータをメモリ部３２から抽出する。
【００６２】
　更に、本発明に係る検眼装置１０は、各照明用光源１７により発光する液晶表示板１６
の輝度よりも高い輝度を有するグレア光を各照明用光源１７を用いて発生させるためのグ
レア光発生手段４７を備える。
【００６３】
　グレア光発生手段４７は、図７に示すように、液晶表示板１６に該液晶表示板をその全
面に亘って覆うように表示されるテスト用画像４８で構成されている。
【００６４】
　テスト用画像４８は、無表示状態で各照明用光源１７により照明されたときの液晶表示
板１６の色すなわち白色よりも明度が低い色を有し、図示の例では、黒色を有する。テス
ト用画像４８は、グレアテストスイッチ３７の操作により液晶表示板１６に表示される。
テスト用画像４８には、各照明用光源１７により発光する液晶表示板１６の光の透過を許
す一対の窓部５０が形成されている。各窓部５０は、それぞれ液晶表示板１６の左右方向
に沿って互いに間隔をおいて配置されている。テスト用画像４８を示すテスト用画像デー
タ４９は、図４に示すように、メモリ部３２に記憶されている。
【００６５】
　以下、被検眼の視力値を検査するときの制御回路３０による制御作用を図８のフローチ
ャートに基づいて説明する。
【００６６】
　制御回路３０は、タッチセンサ４４から検出信号を判定部４５で受けると、検出信号に
示された押下位置に基づいて、一覧表示欄４２から選択された視標画像４１が視力検査用
視標１２ａであるか否かを判定部４５で判定する（ステップＳ１）。
【００６７】
　制御回路３０は、一覧表示欄４２から選択された視標画像４１が視力検査用視標１２ａ
以外であると判定部４５で判定した場合、その判定した視標画像４１の種類を示す信号を
抽出部４６に出力する（ステップＳ２）。
【００６８】
　制御回路３０は、視力検査用視標１２ａ以外の種類の視標画像４１を示す信号が判定部
４５から抽出部４６に出力されると、その視標画像４１に対応する視標１２を示す視標デ
ータ３３を抽出部４６によってメモリ部３２から抽出する（ステップＳ３）。
【００６９】
　制御回路３０は、抽出した視標データ３３が示す視標１２を視標表示欄４３に表示させ
る旨の視標画像信号を抽出部４６から表示部２９に画像出力部３１を介して出力し、更に
、液晶表示板１６に表示させる旨の視標画像信号を抽出部４６から視標呈示装置１３に画
像出力部３１を介して出力する（ステップＳ４）。
【００７０】
　これにより、表示部２９の視標表示欄４３と視標呈示装置１３の液晶表示板１６とには
、それぞれ一覧表示欄４２から選択された視標画像４１に対応する視標１２が表示される
。
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【００７１】
　制御回路３０は、ステップＳ１において、選択された視標画像４１が視力検査用視標１
２ａであると判定した場合、グレアテストスイッチ３７から受ける操作信号に基づいて、
該グレアテストスイッチ３７がＯＮ状態におかれているか否かを判定部４５で判定する（
ステップＳ５）。
【００７２】
　制御回路３０は、グレアテストスイッチ３７がＯＦＦ状態におかれていると判定部４５
で判定した場合、コントラスト変更スイッチ３８から受ける操作信号に基づいて、コント
ラスト変更スイッチ３８の操作位置が、コントラスト比が最大になる操作位置すなわち液
晶表示板１６に表示するランドルト環１２ｂの色を黒色にする操作位置であるか否かを判
定部４５で判定する（ステップＳ６）。
【００７３】
　制御回路３０は、コントラスト変更スイッチ３８の操作位置が、コントラスト比が最大
になる最大操作位置であると判定部４５で判定した場合、検査視力値変更スイッチ３６か
ら受ける操作信号に基づいて、該検査視力値変更スイッチの操作により選択された検査視
力値Ｓを判定部４５で判定し、判定した検査視力値Ｓを示す信号を抽出部４６に出力する
（ステップＳ７）。
【００７４】
　制御回路３０は、検査視力値Ｓを示す信号が判定部４５から抽出部４６に出力されると
、検査視力値Ｓに対応する大きさを有するランドルト環１２ｂを示す視標データ３３をメ
モリ部３２から抽出部４６で抽出する（ステップＳ８）。
【００７５】
　このとき、抽出部４６は、図示の例では、メモリ部３２に記憶された複数の視標群１２
ｃのうち液晶表示板１６に対するコントラスト比が最も大きい色が付された視標群１２ｃ
を構成する各ランドルト環１２ｂすなわち色が黒色である各ランドルト環１２ｂの中から
、判定部４５により判定された検査視力値Ｓに対応するランドルト環１２ｂを示す視標デ
ータ３３を抽出する。
【００７６】
　制御回路３０は、抽出部４６で抽出した視標データ３３が示すランドルト環１２ｂを視
標表示欄４３に表示させる旨の視標画像信号を抽出部４６から表示部２９に画像出力部３
１を介して出力し、更に、液晶表示板１６に表示させる旨の視標画像信号を抽出部４６か
ら視標呈示装置１３に画像出力部３１を介して出力する（ステップＳ９）。
【００７７】
　これにより、表示部２９の視標表示欄４３と視標呈示装置１３の液晶表示板１６とには
、図１及び図６に示すように、それぞれ一覧表示欄４２から選択され且つ検査視力値変更
スイッチ３６の操作位置に対応する検査視力値Ｓに対応する黒色のランドルト環１２ｂが
表示される。白色の液晶表示板１６に黒色のランドルト環１２ｂが表示されることから、
このランドルト環１２ｂが液晶表示板１６に表示された状態では、ランドルト環１２ｂを
最も鮮明に見ることができる。
【００７８】
　制御回路３０は、ステップＳ６において、コントラスト変更スイッチ３８の操作位置が
前記最大操作位置以外の操作位置すなわち液晶表示板１６に表示するランドルト環１２ｂ
の色を黒色よりも液晶表示板１６に対するコントラスト比が小さい色にする操作位置であ
ると判定部４５で判定した場合、検査視力値変更スイッチ３６及びコントラスト変更スイ
ッチ３８のそれぞれから受ける操作信号に基づいて、検査視力値変更スイッチ３６の操作
により選択された検査視力値Ｓ及びコントラスト変更スイッチ３８の操作により選択され
たコントラスト比の値をそれぞれ判定部４５で判定し、判定した検査視力値Ｓ及びコント
ラスト比の値を示す信号を抽出部４６に出力する（ステップＳ１０）。
【００７９】
　制御回路３０は、検査視力値Ｓ及びコントラスト比の値を示す信号が判定部４５から抽
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出部４６に出力されると、コントラスト変更スイッチ３８の操作により選択されたコント
ラスト比に対応する色が付された視標群１２ｃを構成する複数のランドルト環１２ｂのう
ち検査視力値Ｓに対応する大きさを有するランドルト環１２ｂを示す視標データ３３をメ
モリ部３２から抽出部４６で抽出し（ステップＳ１１）、ステップＳ９に進む。
【００８０】
　これにより、表示部２９の視標表示欄４３には、図６に示すように、一覧表示欄４２か
ら選択されたランドルト環１２ｂが表示され、視標呈示装置１３の液晶表示板１６には、
図９に示すように、一覧表示欄４２から選択され且つ検査視力値変更スイッチ３６の操作
位置に対応する検査視力値Ｓに対応するランドルト環１２ｂであってコントラスト変更ス
イッチ３８の操作により選択された色のランドルト環１２ｂが表示される。液晶表示板１
６に対するコントラスト比の値が小さいランドルト環１２ｂを液晶表示板１６に表示する
ことにより、例えば夜間のように周囲と視認対象物とのコントラストが低くなった状況が
作り出される。
【００８１】
　他方、制御回路３０は、ステップＳ５において、グレアテストスイッチ３７がＯＮ状態
におかれていると判定部４５で判定した場合すなわちグレアテストを行う旨の指示を受け
た場合、コントラスト変更スイッチ３８から受ける操作信号に基づいて、コントラスト変
更スイッチ３８が前記最大操作位置におかれているか否かを判定部４５で判定する（ステ
ップＳ１２）。
【００８２】
　制御回路３０は、コントラスト変更スイッチ３８が前記最大操作位置におかれていると
判定部４５で判定した場合、検査視力値変更スイッチ３６から受ける操作信号に基づいて
、該検査視力値変更スイッチの操作により選択された検査視力値Ｓを判定部４５で判定す
る（ステップＳ１３）。
【００８３】
　次に、制御回路３０は、グレアテストスイッチ３７がＯＮ状態におかれ且つコントラス
ト変更スイッチ３８が前記最大操作位置におかれていることを示す検出信号と共に、判定
部４５で判定した検査視力値Ｓを示す信号を抽出部４６に出力する（ステップＳ１４）。
【００８４】
　制御回路３０は、前記検出信号と共に検査視力値Ｓを示す信号を判定部４５から抽出部
４６に出力すると、テスト用画像データ４９をメモリ部３２から抽出部４６で抽出し、更
に、検査視力値Ｓに対応する大きさを有するランドルト環１２ｂを示す視標データ３３を
メモリ部３２から抽出部４６で抽出する（ステップＳ１５）。
【００８５】
　このとき、抽出部４６は、図示の例では、メモリ部３２に記憶された各視標群１２ｃの
うち黒色以外の所定の色が設定された視標群１２ｃを構成する各ランドルト環１２ｂの中
から、判定部４５により判定された検査視力値Ｓに対応するランドルト環１２ｂを示す視
標データ３３を抽出する。前記所定の色は、例えば各視標群１２ｃに設定された色のうち
最も白色に近い灰色で構成される。
【００８６】
　制御回路３０は、抽出部４６で抽出したテスト用画像データ４９が示すテスト用画像４
８を液晶表示板１６に表示させる旨の制御信号を抽出部４６から視標提示装置１３に画像
出力部３１を介して出力し、更に、抽出部４６で抽出した視標データ３３が示すランドル
ト環１２ｂを視標表示欄４３及び液晶表示板１６にそれぞれ表示させる旨の視標画像信号
を抽出部４６から表示部２９及び視標呈示装置１３に画像出力部３１を介して出力する（
ステップＳ１６）。
【００８７】
　このとき、抽出部４６は、ランドルト環１２ｂを液晶表示板１６にテスト用画像４８上
で各窓部５０間に表示させる。
【００８８】
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　これにより、表示部２９の視標表示欄４３には、図６に示すように、一覧表示欄４２か
ら選択されランドルト環１２ｂが表示され、視標呈示装置１３の液晶表示板１６には、図
７に示すように、テスト用画像４８、及び、検査視力値変更スイッチ３６の操作位置に対
応する検査視力値Ｓに対応する大きさを有し且つ前記所定の色を有するランドルト環１２
ｂがテスト画像４８上で表示される。
【００８９】
　テスト用画像４８が液晶表示板１６に表示された状態では、各照明用光源１７から液晶
表示板１６に照射された光の大部分がテスト用画像４８により液晶表示板１６の透過を遮
られることにより、液晶表示板１６の色の明度は、無表示状態で各照明用光源１７により
照明されたときの色すなわち白色の明度よりも低くなり、全体的にテスト用画像４８の色
すなわち黒色の明度となる。また、各照明用光源１７から液晶表示板１６に照射された光
の一部は、テスト用画像４８に遮られることなく、該テスト用画像に形成された各窓部５
０から被検眼に向けて出射される。
【００９０】
　これにより、テスト用画像４８が全面に亘って表示された液晶表示板１６の輝度すなわ
ちテスト用画像４８の色が放つ光の輝度よりも高い輝度を有するグレア光を発生させるこ
とができるので、各窓部５０から出射した光を被検眼に照射することにより、周囲が暗い
ときに眩しい光が照射された状況下に被検眼をおくことができる。
【００９１】
　他方、制御回路３０は、ステップＳ１２において、コントラスト変更スイッチ３８が前
記最大操作位置以外の操作位置におかれていると判定部４５で判定した場合、先ず、検査
視力値変更スイッチ３６及びコントラスト変更スイッチ３８のそれぞれから受ける操作信
号に基づいて、検査視力値変更スイッチ３６の操作により選択された検査視力値Ｓ及びコ
ントラスト変更スイッチ３８の操作により選択されたコントラスト比の値をそれぞれ判定
部４５で判定する（ステップＳ１７）。
【００９２】
　次に、制御回路３０は、グレアテストスイッチ３７がＯＮ状態におかれている旨を示す
検出信号と共に、判定した検査視力値Ｓ及びコントラスト比の値を示す信号を抽出部４６
に出力する（ステップＳ１８）。
【００９３】
　制御回路３０は、前記検出信号と共に検査視力値Ｓ及びコントラストの比の値を示す信
号を判定部４５から抽出部４６に出力すると、テスト用画像データ４９をメモリ部３２か
ら抽出部４６で抽出し、更に、コントラスト変更スイッチ３８の操作により選択されたコ
ントラスト比に対応する色が付された視標群１２ｃを構成する複数のランドルト環１２ｂ
のうち検査視力値Ｓに対応する大きさを有するランドルト環１２ｂを示す視標データ３３
をメモリ部３２から抽出部４６で抽出し（ステップＳ１９）、ステップＳ１６に進む。
【００９４】
　このとき、抽出部４６は、前記したと同様に、ランドルト環１２ｂを液晶表示板１６に
テスト用画像４８上で各窓部５０間に表示させる。
【００９５】
　これにより、表示部２９の視標表示欄４３には、図６に示すように、一覧表示欄４２か
ら選択されランドルト環１２ｂが表示され、視標呈示装置１３の液晶表示板１６には、図
１０に示すように、テスト用画像４８、及び、検査視力値変更スイッチ３６の操作位置に
対応する検査視力値Ｓに対応する大きさを有し且つコントラスト変更スイッチ３８の操作
位置に応じた色を有するランドルト環１２ｂがテスト画像４８上で表示される。
【００９６】
　本発明に係る検眼装置１０を用いて前記コントラストテストを行う際、検者２７は、先
ず、液晶表示板１６に黒色のランドルト環１２ｂが表示されている状態でランドルト環１
２ｂを被検者１１に見させ、検査視力値変更スイッチ３６の操作によりランドルト環１２
ｂの大きさを変化させながらランドルト環１２ｂ毎にその見え具合を被検者１１に聞く。
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次に、検者２７は、コントラスト変更スイッチ３８を操作することにより、ランドルト環
１２ｂの色を液晶表示板１６の色すなわち白色に近づくように変化させる。このとき、表
示部２９の表示画面３９に表示されたコントラスト比の段階を示す数値Ｎ２の表示がコン
トラスト変更スイッチ３８の操作位置に応じた数値Ｎ２に制御回路３０の制御下で切り替
わる。ランドルト環１２ｂの色を変化させた状態でランドルト環１２ｂを被検者１１に再
度見させ、大きさが異なるランドルト環１２ｂ毎にその見え具合を被検者１１に聞く。そ
の後、検者２７は、コントラスト変更スイッチ３８の操作により液晶表示板１６に対する
ランドルト環１２ｂの色を順次変化させ、異なる色毎にランドルト環１２ｂの見え具合を
被検者１１に聞く。これにより、液晶表示板１６に対するコントラスト比の値が最も大き
い場合すなわち視標１２が最も明確に見える場合における被検眼の視機能と、コントラス
ト比の値が小さくなった状況下での被検眼の視機能との違いを確認することができる。
【００９７】
　その後、検者２７は、各検眼窓２４内に配置された前記各矯正レンズを通して各大きさ
のランドルト環１２ｂを被検者１１に見させ、被検者１１の応答に基づいて、各検眼窓２
４内に配置する前記矯正レンズを操作部２８のダイヤルＤの操作により切り替える。この
とき、ダイヤルＤの操作により選択された前記矯正レンズのレンズデータ３５が、前記し
たように、表示部２９の屈折力表示欄４０に表示されるので、検者２７はそのレンズデー
タ３５を視認しながらダイヤルＤを操作することができる。前記矯正レンズを切り替える
ことにより、被検眼の視機能が矯正され、作成すべき眼鏡のレンズの屈折度数を定めるこ
とができる。
【００９８】
　また、本発明に係る検眼装置１０を用いてグレアテストを行う際、検者２７は、グレア
テストスイッチ３７をＯＮ状態にすることによりテスト用画像４８を液晶表示板１６に表
示させ、各窓部５０から出射された光を被検眼に照射した状態で視標１２を被検者１１に
見させ、その見え具合を聞く。これにより、眩しい光が照射された状況下での被検眼の視
機能を検査することができる。このとき、検者２７は、輝度調節スイッチ５４の操作によ
って各照明用光源１７の輝度を変化させ、各段階の輝度において被検眼の視機能を検査す
ることができる。
【００９９】
　その後、検者２７は、前記したと同様に、各検眼窓２４内に配置された前記各矯正レン
ズを通して視標１２を被検者に見させ、被検者１１の応答に基づいてダイヤルＤを操作す
ることによって前記矯正レンズを切り替えることにより、作成すべき眼鏡のレンズの屈折
度数を定めることができる。
【０１００】
　また、各窓部５０からの光が被検眼に照射された状態でコントラスト変更スイッチ３８
の操作により液晶表示板１６に対するランドルト環１２ｂのコントラスト比の値を小さく
することにより、例えば夜間の運転中に対向車の前照灯の眩しい光が眼に照射される状況
をより現実的に作り出すことができる。
【０１０１】
　本実施例によれば、前記したように、液晶表示板１６に表示したテスト用画像４８に形
成された各窓部５０から出射した各照明用光源１７の光を、テスト用画像４８が全面に亘
って表示された液晶表示板１６の輝度よりも高い輝度を有するグレア光として用いること
ができることから、グレアテストを行う際に、液晶表示板１６を照明するための照明用光
源１７とは別に従来のようなグレアテスト専用のグレア光源を点灯させる必要はない。
【０１０２】
　従って、グレアテスト時の電力の消費量が単に液晶表示板１６を照明用光源１７で照明
しているときの電力の消費量に比べて従来のように増大することを、確実に防止すること
ができる。
【０１０３】
　また、照明用光源１７により照明された液晶表示板１６に対するコントラスト比の値が
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それぞれ異なる色が付された複数の視標１２を示す視標データ３３がメモリ部３２に記憶
されており、制御回路３０は、液晶表示板１６に表示する視標１２の液晶表示板１６に対
するコントラスト比の値を小さくする旨の信号を判定部４５がコントラスト変更スイッチ
３８から受けると、すなわち、判定部４５がコントラストテストを行う旨の指示を受ける
と、その指示内容に示されたコントラスト比に対応する色が付された視標データ３３をメ
モリ部３２から抽出し、抽出した視標データ３３が示す視標１２を液晶表示板１６に表示
する旨の制御信号を視標呈示装置１３に出力する。
【０１０４】
　このことから、表示画面に対するコントラスト比の値がそれぞれ異なる色が付された複
数の視標が記された従来のような視標板を用いる場合のように視標を表示画面に機械的な
構造を用いて表示するのではなく、制御回路３０から視標呈示装置１３に前記制御信号が
出力されることにより、指示内容に示されたコントラスト比に対応する色が付された視標
１２を液晶表示板１６に電気的に表示させることができる。
【０１０５】
　これにより、各視標１２に付された色とは異なる色が付された視標１２を液晶表示板１
６に新たに表示させるために、新たな色の視標１２を検眼装置１０に組み込むには、新た
な色の視標１２を示す視標データ３３をメモリ部３２に追加すれば足りる。
【０１０６】
　従って、視標板に既に記された検眼装置に既に組み込まれた視標板を新たな視標が記さ
れた視標板に交換する必要がある場合に比べて、検眼装置１０に新たな視標１２を確実に
容易に組み込むことができる。
【０１０７】
　また、メモリ部３２に視標データ３３を追加することにより新たな視標１２を検眼装置
１０に組み込むことができることから、メモリ部３２へのデータの記憶量は増大するがメ
モリ部３２自体の大きさが大きくなることはないので、従来の視標板を用いる場合のよう
な検眼装置１０全体の大型化を招くことはない。
【０１０８】
　また、前記したように、各照明用光源１７から液晶表示板１６に照射された光の一部を
、液晶表示板１６に表示されたテスト用画像４８の各窓部５０から被検眼に向けて出射さ
せることにより、テスト用画像４８が全面に亘って表示された液晶表示板１６の輝度すな
わちテスト用画像４８の色が放つ光の輝度よりも高い輝度を有するグレア光を発生させる
ことができる。これにより、各窓部５０から出射した光を被検眼に照射することにより、
周囲が暗いときに眩しい光が照射された状況下に被検眼を容易におくことができる。
【０１０９】
　本実施例において、図１１に示すように、グレアテスト時に視標１２を表示するための
表示窓５４をテスト用画像４８に形成することができる。
【０１１０】
　図示の例では、制御回路３０は、コントラスト変更スイッチ３８の操作位置が前記最大
操作位置であると判定部４５で判定した場合は、表示窓５４に黒色のランドルト環１２ｂ
を表示させるべく視標呈示装置１３の作動を制御し、コントラスト変更スイッチ３８の操
作位置が前記最大操作位置以外の操作位置であると判定部４５で判定した場合は、その操
作位置に応じた色のランドルト環１２ｂを図１１に示すように表示させるべく視標呈示装
置１３の作動を制御する。
【０１１１】
　また、本実施例では、グレア光発生手段４７が、グレアテスト時に液晶表示板１６に該
液晶表示板をその全面に亘って覆うように表示されるテスト用画像４８で構成された例を
示したが、これに代えて、図１２（ａ）及び（ｂ）に示すように、液晶表示板１６の各縁
部のうち導光板１８の各縁部１８ｃに対応する各縁部１６ａに、それぞれ該各縁部から各
照明用光源１７を覆うように液晶表示板１６の側方へ張り出す張出部５１を形成し、グレ
ア光発生手段４７を、各張出部５１に該各張出部をそれらの全面に亘って覆うように表示
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される被覆画像５２で構成することができる。
【０１１２】
　図示の例では、各張出部５１は、液晶表示板１６と同様の液晶パネルからなり、液晶表
示板１６と一体的に形成されている。被覆画像５２は、各照明用光源１７の光の透過を妨
げる色を有し、図示の例では、被覆画像５２には黒色が付されている。被覆画像５２を示
す図示しない被覆画像データは、テスト用画像データ４９と同様に、メモリ部３２に記憶
されている。また、図示の例では、導光板１８に設けられた反射シート２０の左右方向の
両端に、それぞれ該両端から各照明用光源１７を各張出部５１と挟み込むように反射シー
ト２０の側方へ伸びる伸長部２０ａが形成されている。
【０１１３】
　この場合、制御回路３０は、グレアテストが実行されていないときすなわちグレアテス
トスイッチ３７がＯＦＦ状態におかれていると判定部４５で判定した場合、そのことを示
す信号を判定部４５から抽出部４６に出力する。
【０１１４】
　制御回路３０は、グレアテストスイッチ３７がＯＦＦ状態におかれていることを示す信
号が判定部４５から抽出部４６に出力されると、前記被覆画像データをメモリ部３２から
抽出部４６で抽出し、抽出した前記被覆画像データが示す被覆画像５２を各張出部５１に
表示させる旨の制御信号を抽出部４６から視標呈示装置１３に画像出力部３１を介して出
力する。これにより、各張出部５１には、図１２（ｂ）に示すように、それぞれ被覆画像
５２が表示される。従って、グレアテストが実行されていないときは、各照明用光源１７
から出射された光の大部分は、各張出部５１を透過することなく、導光板１８内を経て液
晶表示板１６にその背面側から入射する。
【０１１５】
　他方、制御回路３０は、グレアテストスイッチ３７がＯＮ状態におかれたと判定部４５
で判定した場合、各張出部５１にそれぞれ表示されている被覆画像５２を各張出部５１か
ら除去する旨の制御信号を判定部４５から画像出力部３１を介して視標呈示装置１３に出
力する。これにより、図１３に示すように、各張出部５１から被覆画像５２が除去される
。各張出部５１からそれぞれ被覆画像５２が除去された状態では、各張出部５１への光の
透過が許される。
【０１１６】
　これにより、グレアテストが実行されるときは、各張出部５１からそれぞれ被覆画像５
２が除去されることにより、各照明用光源１７から出射され導光板１８を経ることなく各
張出部５１に入射する光は、各張出部５１をその背面側から表面側に透過する。
【０１１７】
　また、各照明用光源１７から出射した光の一部は、反射シート２０の各伸長部２０ａで
反射した後、各張出部５１をその背面側から表面側に透過する。
【０１１８】
　各張出部５１の表面側に出射する光の輝度は、導光板１８及び液晶表示板１６をそれぞ
れ経て出射する光の輝度よりも高くなるので、液晶表示板１６の輝度よりも高い輝度を有
するグレア光を発生させることができる。
【０１１９】
　従って、各張出部５１を経て出射した光を被検眼に照射することにより、眩しい光が照
射された状況下に被検眼をおくことができる。
【０１２０】
　図１乃至図１３に示す例において、グレアテストを行う際、各照明用光源１７の輝度を
自動的に最大にすることができる。
【０１２１】
　この場合、制御回路３０は、グレアテストスイッチ３７がＯＮ状態におかれたことを判
定部４５で判定すると、輝度調節スイッチ５４から受ける操作位置信号に基づいて各照明
用光源１７の輝度の段階を示す数値Ｎ１が「１０」よりも低いか否かを判定部４５で判定
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する。
【０１２２】
　制御回路３０は、輝度の段階の数値Ｎ１が「１０」よりも低いと判定部４５で判定した
場合、各照明用光源１７に印加する電圧の値を各照明用光源１７のそれぞれの耐電圧の値
に増大させる旨の制御信号を判定部４５から視標呈示装置１３に出力する。
【０１２３】
　視標呈示装置１３は、制御回路３０から前記制御信号を受けると、視標呈示装置１３に
設けられた図示しない駆動部の駆動により各照明用光源１７への印加電圧の値を前記耐電
圧の値まで増大させる。これにより、各照明用光源１７がそれぞれの最大輝度で発光する
。
【０１２４】
　これにより、グレアテスト時、液晶表示板１６に前記したテスト用画像４８が表示され
る場合は、テスト用画像４８に形成された各窓部５０から出射されるグレア光の輝度を高
めることができ、液晶表示板１６に前記した張出部５１が形成されている場合には、該張
出部から出射されるグレア光の輝度を高めることができる。
【０１２５】
　従って、被検眼にグレア光を照射したとき、夜間に車を運転しているときに対向車の前
照灯の眩しい光が眼に照射された状況により近い状況に被検眼をおくことができる。
【０１２６】
　また、各照明用光源１７への印加電圧を増大させる場合、グレアテスト時に照明用光源
とは別に従来のような専用のグレア光源を点灯させるとき程は電力の消費量の増大を招く
ことはない。
【０１２７】
　また、図１乃至図１３に示す例では、視力検査用視標１２ａが文字「Ｃ」からなるラン
ドルト環１２ｂで構成された例を示したが、これに代えて、例えば文字「Ｅ」からなる視
力検査用視標、ひらがな文字及びカタカナ文字等の文字や記号で構成された視力検査用視
標を本発明に適用することができる。
【０１２８】
　更に、図１乃至図１３に示す例では、テスト用画像４８及び被覆画像５２にはそれぞれ
黒色が付された例を示したが、無表示状態で各照明用光源１７により照明されたときの液
晶表示板１６の色よりも明度が低い色であれば、黒色以外の色をテスト用画像４８に付す
ことができ、また、各照明用光源１７の光の透過を妨げる色であれば、黒色以外の色を被
覆画像５２に付すことができる。
【０１２９】
　また、本実施例では、自覚式の検眼装置１０に本発明を適用した例を示したが、これに
代えて、被検者１１に視標１２を呈示することにより被検眼の視機能を測定するための検
眼装置であれば、自覚式の検眼装置１０以外の検眼装置に本発明を適用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明に係る検眼装置を概略的に示す斜視図である。
【図２】本発明に係る視標呈示装置を概略的に示す横断面図である。
【図３】本発明に係るコントローラを概略的に示す斜視図である。
【図４】本発明に係る検眼装置を概略的に示すブロック図である。
【図５】本発明に係る視力検査用視標を概略的に示す説明図である。
【図６】本発明に係る表示部の表示画面を概略的に示す正面図である。
【図７】本発明に係る液晶表示板にテスト用画像が表示された状態を概略的に示す正面図
である。
【図８】被検眼の視力値を測定するときの制御回路による制御作用を示すフローチャート
である。
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【図９】本発明に係るコントラスト変更スイッチの操作により選択された色のランドルト
環が液晶表示部に表示された状態を概略的に示す正面図である。
【図１０】本発明に係るテスト用画像が液晶表示板に表示され且つ該液晶表示板にコント
ラスト変更スイッチの操作により選択された色のランドルト環がテスト用画像上で表示さ
れた状態を概略的に示す正面図である。
【図１１】表示窓が形成されたテスト用画像が液晶表示板に表示された状態を概略的に示
す正面図である。
【図１２】（ａ）は張出部が形成された液晶表示板を備える視標呈示装置を概略的に示す
横断面図であり、（ｂ）は各張出部にそれぞれ被覆画像が表示された状態を概略的に示す
正面図である。
【図１３】本発明に係る各張出部から被覆画像が除去された状態を概略的に示す正面図で
ある。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０　検眼装置
　１２　視標
　１３　表示装置（視標呈示装置）
　１６　液晶表示板
　１７　照明用光源
　１８　導光板
　３０　制御部（制御回路）
　３２　メモリ部
　３３　視標データ
　４７　グレア光発生手段
　４８　テスト用画像
　４９　テスト用画像データ
　５１　張出部
　５２　被覆画像
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